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    午前９時３０分開会 

○委員長（安冨法明君） それでは皆さんおはようございます。明日は延長された定

例会の最終日ということでいろいろとご多忙のこととは思いますけれども、今日観

光振興対策特別委員会４回目を開くこととなりました。よろしくお願いを申し上げ

ます。議長は今日は出張で欠席でございます。申し上げておきます。 

  それでは只今より第４回の観光振興対策特別委員会を開会いたします。まず机上

にお配りしたものでございますけれども、第４回の特別委員会の次第を一応想定を

されるものと記載をしておるもの２枚、今回になるか次回になるか分かりませんけ

ども２枚が広谷地区を中心に書いたもので、３枚目が秋吉台地域の現状と課題につ

いてという分で用意してあります。観光振興対策特別委員会、委員会の進め方につ

いてというのがございます。このことにつきましては皆さんからいろいろと出た意

見等を踏まえて書いております。あと委員会の報告書という形で９月定例会に私が

委員会の報告をしたもの、あとは第１回から３回までの委員会の報告書を添えてお

ります。このことにつきましては目を通していただきたい。あとは図面等は執行部

の方から今日提出された参考資料でございます。あと私の方から少し古いんです

が、平成１７年に山口県の観光戦略会議企画部会というのが秋吉台地域魅力度アッ

プ戦略報告書というのを作っております。一応外部の目といいますか見た秋吉台、

秋芳洞地域についてのことがいろいろ視点論点が書いてあります。あと提言等が出

ておりますので、わりと適確な指摘がしてあるようにも思いましたので用意をいた

しました。 

それでは最初に次第にそっていきたいと思うわけですが、委員会審議の進め方と

いう１枚の紙を出していただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。申し遅

れました今日は有線テレビはお断りをいたしました。実はいろいろな思いがあるん

ですが、特に地域によっては委員の発言等でいろいろな何と言いますか煮詰まらな

い段階でいろいろな誤解を与えてもいけないというふうに思いますので、客の流れ

が変わるということで地元とすればかなりの意見等が出てくる可能性が非常にあり

ます。そういうことと踏まえて委員さん各位の自由な発言、執行部についても同じ

と思いますが、いただきたいと思いましたので本日は入れておりませんことを了解

していただきたいと思います。またある程度意見がまとまってきてそれなりに皆さ

んとご相談しながら今日はというときには入れていったらどうかなというふうに思
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っております。よろしいでしょうかこのことについて。 

  それでは委員会の進め方等について皆さんのご意見をお伺いした限りをまとめて

みました。最初の方に書いてありますのはこの観光振興対策特別委員会の設置の目

的でございます。全く同じでございます。上段の下から３行目なんですが、このこ

とは最終的に委員会の意見や提言が新市の観光振興計画に反映され、地域の観光事

業活性化することと考えておりますということで、一つに新市観光振興計画策定作

業が始動するまでとして、林副市長、山縣部長あたりから執行部の方から出ました

意見、上位の計画であります新市の総合計画策定との関係から観光振興計画策定作

業が始動するまでにはまだしばらく時間が必要と思えるということで、この期間に

おきましては市内の主要観光拠点・施設を視察することにより現状と課題を把握

し、施設や道路網などのハード面と、宣伝・集客対策、接客マナー、人材育成、経

営等のソフト面から検討協議し提言書を取りまとめられたらと。審議にあたっては

協議を容易にするため各拠点や施設などテーマを絞り議論し、最終的に全体を集約

するものとしたいと。それから急を要する案件が出た場合には審議の途中において

も提言書等のとりまとめを行うものとしたいと。２番目に計画策定作業が動き出し

た後におきましては適宜執行部から報告を受けながら策定作業に参画をしていく

と。だいたいこのように取りまとめてみましたが、ご意見がございましたらお伺い

をします。よろしいでしょうか。委員会の進め方、よろしいですね。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それでは協議事項に移らさせていただきます。９月２４日

に大正洞、景清洞、あるいはサファリランド等についての視察を行っております。

これについての視察箇所等は第３回、先程お配りしました第３回の報告書に書いて

あります。このことについて感想なりご意見を伺いをしたいというふうに思いま

す。ご自由に発言をお願いいたします。視察箇所は大正洞から秋吉台エコミュージ

アム、秋吉台リフレッシュパーク、景清洞、秋吉台自然動物公園サファリランド

で、午後になりまして旧美祢市の化石採集場を視察をしております。特にございま

せんか。徳並委員。 

○委員（徳並伍朗君） 大正洞に行ったわけですけど、秋芳洞を先に見たから大正洞

がこんなもんかなというような感じがしたんですが、観光客に見せるのであれば先

に大正洞を見せてそれから秋芳洞を見せると、古くなったらこのようになりますよ
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というようなことでやらないと、そういうふうな感じ皆さんしませんでした。おそ

らくされたんじゃないかなというふうに思いますが、大正洞は新しいということで

したのでそういうような見せ方といいますか、その方が子供たちが行くにしろ勉強

になるんじゃないかなという気がしました。以上です。 

○委員長（安冨法明君） はい、副議長。 

○副議長（河村 淳君） 観光委員会あまり覗いちょらん。地元に自分がおったから

と思ってあまり、それもあったし公用があった関係で行かれんじゃったですが、観

光の関係で特別委員会ができちょるんじゃが、要は大正洞のことが今出ちょったで

すが、皆さん行かれて感想を言われたですが、あそこは特に私が観光課長時代に皆

さん知っちょってかもわからんが、全国で自慢しちゃいけんが、インターネットで

河村淳と引いちゃったら出ると思うんじゃが、あそこはサファリとの協定をしちょ

るわけ、当時に大変金が儲かった。そこで案内をするそになんと大正洞は５人とか

１０人とか、６人とかでも一人つけよった。なんでも人件費がやれんということで

マグシーバーというのをそのゾーン、ゾーンで説明が入ったと思いますが、こうい

うことはまたそこに行って、この鍾乳洞のここのところは何か言うたがとバックし

てそこに行って聞くことができる。こういうようなことで案内の方の人件費という

のはたぶん減ったんじゃが、要は観光について振興に言うのはセット券を秋芳洞と

か景清洞とか大正洞とか洞は三つもあるんじゃが、一本化のセットを出してサファ

リともセットを出して経営をしていくのが一番の振興の発展になると私は元からそ

の理論を言よるんじゃが、この辺の論議があったかどうか知りませんが、観光課

長、元の山本課長も来ておりますが、その辺が大事ではないかと私は観光の洞窟に

ついての一つの意見です。意見として申し上げておきます。 

○委員長（安冨法明君） 今の意見で現状を報告してください。篠田課長、サファリ

の共通券とかは出しているいね。 

○総合観光部観光振興課長（篠田清実君） 今お話なった中で、三洞の券を発行した

らどうかということでございましたが、今年の夏、秋芳洞の夏祭りにおいて三洞の

共通券というのを発行いたしました。そして三洞を見て廻られた方には特典を付け

たという形の三洞の特別券でございました。三洞を廻るということに関しましては

時間も結構係る、時間がある方でないと利用ができないということで各窓口での販

売をいたしましたが、ただ一洞を廻られる方については三洞券の２，０００円とい
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うのは高い券になってしまいます。一洞だけ廻られるんだったら１，０００円券を

買って入るというのが基本だったと思います。そういう形での取り組みは今年試み

てみました。結果的には夏休みということで三洞利用された方は２，０００名はい

らっしゃいました。それとサファリーとの共通券ですが秋芳洞につきましてもイン

ターネットにおきまして、共通券を発行しております。その券を持っておいでにな

ればそれぞれが割り引きができる状態になっております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） このサファリーとの共通券というのは三洞一緒というこ

と。今秋芳洞とサファリーじゃない。 

○総合観光部観光振興課長（篠田清実君） 今やっておりますのは秋芳洞とサファリ

で、秋芳洞が割り引きで１，０００円になります。サファリーが２，０００円とい

う形で共通券を発行しております。 

○委員長（安冨法明君） じゃあ大正洞とか今副議長が言われたのは大正洞とサファ

リの共通券ということを言われたと思うんですが。山本課長。 

○総合観光部観光総務課長（山本 勉君） 大正洞と景清洞とサファリというような

セット券を販売をしております。 

○副議長（河村 淳君） セット券を発売しちょるのはいいんじゃけど、私のアイデ

アというのはセット券をやることは観光客を逃がさんということじゃからいいんじ

ゃが、要は私がその時やったことは全国発表会講師で行ったんじゃが、要は民間の

企業、サファリは民間、民間と自治体とがセット券はセット券でも商売的になって

くるんじゃけど、サファリに入ったものは無料で入れると、大正洞、景清洞、どち

らか一洞、ただで入れるとなぜそういうことをしたかといえば、要はあの時２，３

００円じゃったと思う。それとうちのは８００円じゃった。そうするとお客が３千

何ぼ払わんにゃならん。うちの方は８００円をタダにしてあげようと、サファリに

入った人はその代りサファリに入った人は全部景清洞、大正洞に入らんでも１００

円下さいとこういうやり方じゃった。そうすると８０万から１００万おる時に１億

入りよった。１００円で、それから減ってきて７，０００万ぐらい入りよった。そ

の時に１億何ぼ赤字やったのが戻った。３年ぐらいでサファリもうちの方が損じゃ

と思ったかどう思ったかしらんが、要はそこでサファリに入ったときに全部宣伝を

車の中でしよった。ここへ入られた方は大正洞か景清洞か一洞は無料にしますよ

と、８００円は無料にしますよということで、来る人もおるこんでも洞に入らんで
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も１００円くれよった。こういう条件をやったんじゃが、アイデアのやり方が違う

んじゃけど、セット券だけで何ぼ安くするセットで何ぼ安くするちゅうことも大事

なかもわからんけど、その辺のアイデアをもう一度ようやっていかんちゅうと観光

はできんそじゃないかと私は思う。特に観光産業の発展がなかったら、商店街の発

展がなかったら意味ないことじゃから、もうちょっと秋芳洞らでも何か考えんにゃ

いけんのじゃないかと私は前から思いよった。以上。 

○委員長（安冨法明君） その辺の共通券とかにつきましては、特に執行部の方まだ

あります。今後の課題としていろいろ、今徳並さんの方からも意見があったんです

が、要は同じようなもの三洞物語もよく分かるんですが、先程意見がありましたよ

うに三つを見て廻るというのはかなり厳しいというか疲れますいね。ですから基本

的には三洞物語も悪くないと思うんですが、積み上げるという考え方が必要ではな

いだろうかと私は思いました。他にご意見ございますでしょうか。山中委員。 

○委員（山中佳子君） 今２，０００円で２，０００人入洞、三洞共通券で入られた

ということで、家族連れなんかだったら夏休みなんか利用されると思います。ある

程度年をとった方にはきついコースかなと思いますけど、それぞれに大正洞には大

正洞なりの良さがありましたし、景清洞には景清洞の良さがあるなというのを感じ

ました。それからサファリの方ですけど、新たに投資されて中を改築されてるよう

ですけれども、いろいろ議会や美祢市さんからも協力いただきたいというようなこ

とをおっしゃってましたが、その辺のところはどうなってるんでしょうか、何かお

話があるんですか。助成するとかいうふうなことが。 

○委員長（安冨法明君） 執行部の方から。はい、山縣部長。 

○総合観光部長（山縣博行君） 今のところそういう助成という話はございません。

あの時に園長がサファリの改善といいますか、施設の改善をされるというお話をさ

れたんで、うちの方も初耳でしたんでそういうお話はまだうちの方も検討しており

ません。 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか山中委員。他に、よろしいですか。布施委

員。 

○委員（布施文子君） 美東町の方を視察しまして、美東町は面白いと思いました。

今から開発をしていろいろ考えていけばこれから取り上げていくものがたくさんあ

るというふうに考えて、私は美東町は面白いなというふうに感じました。魅力ある
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なと感じました。ここに書いてあるように観光拠点のネットワークということにな

るとネットワークをどういうふうに考えて今まで来ておられるかということと、体

験型観光学術研究、あるいは探検型観光ですかね、そういうふうな観光、どういう

ふうに今の施設というか、を考えていらっしゃるかということをちょっとお伺いし

たい。 

○委員長（安冨法明君） 山本課長。 

○総合観光部観光総務課長（山本 勉君） 今までの美東エリアの話してよろしいで

すかね。全体です。（発言する者あり）私昨年まで美東の方の観光におったわけで

すけども、今観光の形態が非常に変わっております。要は昔は団体でお客さんが非

常に来ておられました。それが職場の旅行であったり、いろんな団体さんが来てお

られたんですが、今は個人客に変わっております。だからツアーで来られてもバス

の中に乗っておられるのは募集に参加して、隣の人はだれか分からないというよう

な形ですね、そういう個人。れと車でマイカーですね、こういう方が主流になって

おります。そういうことを考えた時に流れが非常に変わっておるということで、美

東の方については見る観光から感動や体験やリフレッシュできるそういうエリアに

して誘客を図っていこうということで今まで進めております。それは何であるかと

いうと今ストレスが非常に全国的にたまっておるわけですね、そのストレスなんか

も発散できる場所にして、サファリにも行ってもらおう、洞窟にも入ってもらおう

ということですね。そういうことで環境的な整備、食彩等もありますし、新しいも

のを取り入れていって全体の地域のイメージをあげていこうという部分に力を入れ

てきました。だから洞窟だけの仕掛けを誘客するためにどんどんやるというよりは

地域全体のイメージアップといいますか、グレードを上げていこうというような形

で取り組んできました。具体的にいえば洞窟の中でコンサートをやったりとか、洞

窟の探検、そういうものをやったりとか、新しくレストラン、かなり挑戦があった

んですが、洋食的なものを取り入れてみるとか、そういう形で今まではやってきた

経緯があります。そういう部分が今からの観光にも問われている部分があるんじゃ

なかろうかとは私は考えております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） はい、岩本委員。 

○委員（岩本明央君） 私が前から思っておったことは、解決はようしちゃないんで

すが、東京ディズ二ーランド、ディズニーシー含めてですね、今度キャナルシテ
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ィ、福岡の方でもあれがダメになったんですが、旧美東町・秋芳町に三つ洞窟があ

るんですが、結局ディズニーランドなぜあれだけ同じ人が何回も何回も１０遍も２

０遍も行くかということを一番大きなあれは、中身は全部イベントが非常に楽しい

ということ、中身はずーと変わると、ただその辺で今ある三つ洞窟については天然

記念物等があって中身が全く変えられんというネックがあるわけですよね。かに周

辺の人口、東京の場合は千葉、埼玉、神奈川辺りで人口の３分の１以上おるわけで

すけど、それでも一人の人が１０遍も２０遍もディズニーランドに行くということ

はやはりあれだけのイベントが１年間に４遍も変わるということを聞いておりま

す。今言ったように三つの洞窟は何も中身は変わらんと、１遍か２遍行ったらいか

んでよという人もおってですが、その辺のことが一番ディズニーランドと三つの洞

窟の違いでそこにあるのではないかと思います。確かにどうすればいいかお前何か

いい案があるかと聞かれても中の洞窟を変えるわけにはいきませんし、入口でイベ

ントを適当にやるぐらいしかないところに、一番の今言われたような集客方法とい

いますか、お客さんがいらっしゃるか来ちゃないかというその辺の分かれ道がある

んじゃないかなと思います。昨日ニュースでも福岡のキャナルシティの隣にディズ

ニーランドを引っ張って来いという話がダメになったわけですけど、その辺を非常

に計算してやっておられることもありますし、こっちの洞窟の場合は地方公共団体

がやっておるという面もありますので、その辺がこれからの一番大きな課題になる

んじゃないかとこういうふうに私は前から思っております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 先程も多少触れたんですけども同じような、同じようなと

いいますか、それぞれの洞窟に特徴があるわけですからその特徴をうまく活かして

お客さんを呼ぶというふうな基本的な形、ですから景清洞、大正洞の話が出ておる

わけですが、大正洞と秋芳洞をそのまま比べればどうしても秋芳洞を見たら、先程

意見がありましたように、大正洞を見てもおそらく感動しちゃあないと思うんです

よね。すからその辺のアイディア、それから景清洞については基本的に中が広いで

すよね、ロックコンサート等が今やられておるわけですけど、非常にいいアイディ

アだと思うんですよ。前回だったでしょうか、徳並委員さん、議長から出ましてト

リュフの問題が出まして、今の現状では課題があるよということなんですが、それ

はそれとして徳並委員さんが言われた、例えばそういうふうな地域の素材を活かし

て洞窟の中でレストランを開いたらどうか、いつもというわけにはいかないかもし
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れませんけれども、ですからそれを秋芳洞でやるというのは難しいと思うんですけ

れども、景清洞だったらいけそうな感じは受けたんですけど、どうなんでしょう

か、そこいらのこれからの洞窟の特徴を生かした取り組み、それ川廻りのリフレッ

シュパークが秋吉台の家族旅行村と何か似てるような、オートキャンプ場もありま

すし、そこいらの売り込み方も今度一緒になったわけですから考えないといけない

と思います。他に、徳並委員。 

○委員（徳並伍朗君） 世界遺産に登録する準備をしようじゃないですか。 

○委員長（安冨法明君） 執行部答えられますかね。（発言する者あり） 

○総合観光部長（山縣博行君） 先日もいろんな観光振興考える中で世界遺産に登録

する準備をしようかという話も総合観光部の中ではそういう話はしたことがあるん

ですけど、前向きにそういう話題づくりというか、話題性だけでも観光の誘客の一

つの柱になるんじゃないかなというところはあると思うんですよ。だからやるやら

んは今からの話ですから検討していく価値はあると思います。特に今言われたよう

な秋吉台の見方、秋芳洞の見方というものを今のエコミュージアムがあります。あ

れができる時に秋吉台の一番勉強していただくところはエコミュージアム、あれが

秋吉側にあるのか美東側にあるかということはこれはどちらにあってもいいんです

けど、そっから修学旅行なんかで、あそこで秋吉台の起原を勉強して、大正洞のい

ろんな今から新しい洞窟を見ていただいて、秋吉台に上がっていただいて、それか

ら成長した洞窟を見てもらう、そういうコースも一つのパターンだろうと思ってお

ります。今から長登銅山、これが今から４月に記念館もできます。そうしたものも

兼ね合わせて、むしろ秋吉台と長登銅山のセットで世界遺産ということも考えられ

んことはないんじゃないかなというふうなことも思いますし、世界遺産に向けてこ

れから、そのためには洞と銅山だけではだめだというふうに思っておりますし、地

域の魅力というものがこれから必要になってくるのではないかなというふうに思い

ます。それぞれの美東町の地域の魅力、それから秋芳の地域の魅力、美祢市の地域

の魅力というものを一緒に合わせた中で観光というものを考えていった方が、全体

的な基本的な考え方を統一した方がいいのではないかなというふうに私は思ってお

ります。 

○委員長（安冨法明君） これに関連して広域圏が、副市長。 

○副市長（林 繁美君） 私の方から気付きといいますかご意見を言わせていただき
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ます。先週、ここに副議長さんおられますけど、全国の鍾乳洞サミットというのが

ありまして、熊本県の球磨村、球磨川下りの船着き場の周り、山中なんですけどそ

ちらに行きました。そこで改めて思ったのが、そのサミットの中で鹿児島大学の教

授が、博士ですけど、地質学の話があって、日本全国の鍾乳洞の中で秋芳洞が最も

古いと、３億３０００年前ですか、一番古い洞窟であると、それもどっから来てお

るかというと石灰岩を調査してその結果になったと、逆に一番新しいのは沖縄とい

う話がありました。そこで改めて秋芳洞のすばらしさというものを知りました。ど

こも全国の鍾乳洞を抱えておられるところはそれぞれ運営形態は違います。球磨村

であれば森林組合がすべて運営をしておられます。どこも集客に苦労しておられる

ということは事実です。そうした中でやはり山本課長も言いましたけど最近の観光

形態が変わってます。貸し切りバスはほとんどつきません。先程言ったようにグル

ープ旅行等があるわけんなんです。それで思ったのが球磨川下りですけど、たまた

ま台風の後で増水しておった関係で船のあれはなかったんですが、最近多いのはグ

ループでゴムボートの、５人か６人ぐらい、その料金も６千円からコースによって

１万２，０００円一人、あるというのも夏ですか、時期によればキャンセル待ちと

いうように通常の川下りもいいんですが、そういったチャレンジ的なものも非常に

好まれておるということで、当然全国の洞窟、鍾乳洞持っておられるところも今盛

んにやっておられるのが、体験型といいますか探検コースを皆思っておられるよう

です。その辺をこれから考えるとき環境整備というのが一番大事と思うんですけ

ど、そういった受け入れ方等も必要になってくるんじゃなかろうかと思います。そ

れと先だってタクシーの運転手さんから聞いたんですけど、美祢駅から秋吉台から

萩の方へ観光される方乗せられておって、最近乗せて特に思うのが秋吉台上がって

も５分か１０分おったらこんなもんかなということでつい車にも乗られるというこ

となんですいね。だからいろいろ国の天然記念物ということで制限がありますけ

ど、見るだけということはそれが限度かなというところもあるんじゃなかろうかと

思います。だからいずれにしても秋吉台地域だけの三洞に限って見るでなしに、こ

れから先程布施委員さんも言われましたように拠点のネットワークというのは近隣

の広域でコースを考えていく必要もあるんじゃなかろうかとも思います。今までは

山口宇部空港なり小郡なりということで考えてましたが、最近では下関市さんの方

がかえって西から上にあげろという考えを持っておられました。長門市さんと提携
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されていろんな考えをしておられます。だからそのように今言ったようにネットワ

ークづくりというものも非常に大切ではなかろうかと思っております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 今、世界遺産の意見が出たんですが、基本的にかなり難し

さが最近特にいろいろなところでなかなか取り上げてもらえない、中尊寺あたりも

駄目だという厳しい感じを受けるんですが、要はどういう形で世界遺産に登録がさ

れるのかというふうな、一つ検討してみるというふうなことは執行部の方は考えら

れますか。いろんな形で。 

○副委員長（下井克己君） 今、世界遺産の話が出たんですけど、私地元の人とお話

しした中で、これは一つの意見なんですけど、世界遺産に登録されたら困るという

意見はあるんですよ。だ登録することによって話題性を持ってお客を呼ぼうという

とこだけです。登録は絶対考えちょっちゃないです、ほとんどの方は。登録された

ら規制ができていろんなことができなくなる、この意見が多かったです。以上で

す。 

○委員長（安冨法明君） 関連ですか。はい、岩本委員。 

○委員（岩本明央君） 私も今の意見に賛成です。徳並委員さんが言われたように、

私は何年も何年も続けて世界遺産に登録するように努力しておりますよということ

を僕はされん方がいいと思うんですよ。ラムサール条約のためにも、いろいろあっ

たですけど。だから１５年も２０年も続けて、全国、それから中国、台湾とかＰＲ

することによって、案外厳しいのと、厳しいけど地元は努力しょるええことじゃな

いかというふうなことで、私は世界遺産になるような申請をしておりますけど駄目

でした。駄目でしたという、それをすることが僕はかえって、本当の話僕はそこだ

と思うんですよ、僕はそういうこともやはり考えてやったら面白いんじゃないかと

思っております。是非その辺はお互いに上手にやろうじゃないですかね。 

○委員長（安冨法明君） 下井副委員長の話は、特に旧秋芳町においては国定公園等

の指定を受けた特別天然記念物、そういうことで多くの規制が生じてきました。そ

ういうことで非常に地元としてはやりにくいというかできないことばっかりで、開

発するのがいいのか悪いのかはまた別の議論があるとしても、どちらかというと当

初の思惑とは随分、思惑は外れたという思いが地元にはあるということだろうと思

うんです。ラムサールの件についてはそのことを踏まえていろいろ検討した結果、

既に国定公園なり、特別天然記念物である程度の縛りを受けてラムサール条約の指
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定を受けたとしても、新たに取り組まなくてはならないようなことはないだろうと

いうことで、あれは押し売りみたいなところがありまして、こちらからお願いした

というよりは向こうから来たという感じが実はあると思う。そういうのが地元とし

てはあるということですね。林副市長どうぞ。 

○副市長（林 繁美君） いずれにしても今の世界遺産への手続きの手法といいます

か、方法は事務方の方で一回整理して実際に手を挙げるかどうかということまで分

かりませんけど、そういった手続き上を調べてみたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） ぜひお願いをしたいと思うんです。地元のそういうふうな

意見と今お話ししたような意見と、なんで秋芳洞は世界遺産に手を挙げんのか、名

乗りを挙げんのかという声、よくあるんですよね。おそらく徳並委員が言われるの

はその辺だろうというふうに思います。ですからその辺で一つの検討課題ではあろ

うというふうに思いますが、よろしくお願いしたいというふうに思います。その他

につきましてはよろしいですか。下井副委員長。 

○副委員長（下井克己君） この三つの洞のことなんですけど、この前大正洞とか景

清洞行ったんですけど、景清洞は探検コースとして素晴らしい成果をあげられてお

ると思います。大正洞に関しては秋芳洞と景清洞と違う、今私なんて言ったらいい

か分かりませんが、違う体験のできることができればそれぞれ洞が違うことができ

れば行かれるんじゃないかと思います。それと先程ディズニーランド等の話も出ま

したけど、洞の中入って洞の中はいじることはできないんだけど、観光客の見方を

変えるというか、見せ方を変えることはできるんじゃないかと思うんですよ、見せ

方を変えることができれば感動のしかたも変わると思います。そういうどうやった

らいいかといわれても私は分かりませんけど、そういうことが考えられるんじゃな

いかと思いました。以上です。 

○委員長（安冨法明君） 他によろしいでしょうか。最後にですね一つサファリラン

ドにお伺いして園長の戸島さんから美祢市合併に伴う観光振興の一案ということで

こういうふうな冊子といいますか、いただきました。それで一応読んでみたんです

が、一つこういうふうな民間の企業が一生懸命今の厳しい中で投資をしながら将来

に展望を開こうとしておられる状況、ですから今年の１０月初めに一部オープン、

この前見たところ、来年の春にあの区画を全面オープンすると、こういうことであ

ったと思います。ある意味行政としてもこういうもの併せてそれぞれの宣伝効果を
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上げるといいますか、必要はあろうかと。例えばあとでお話はしますが開洞１００

周年というのも来年あるわけですし、そういうふうなものとも併せながら民間の事

業展開というふうなものも手助けをし、逆に一緒に私どもの方にもメリットがある

ような宣伝のしかた集客のしかたというのはおのずとあろうかというふうに思いま

す。その辺についてお願いをしたいんですが、執行部の方から何かご意見がありま

したら最後に、よろしいでしょうか。もう一つこの中にとてもできそうにないこと

が書いてあります。例えば県の育成牧場というんですか、なんて言うんですか、こ

れあたりを大駐車場にするとかいろいろ、地下に駐車場を作ってとかいろいろ書い

てあります。その辺のことについてちょっと山縣部長の方でいいから秋芳洞、秋吉

台地域できることとできないことの辺を少しちょっと話しちょって下さい。でない

と部長、これ読んじょる当然。 

○総合観光部長（山縣博行君） 秋吉台地域が秋吉台上は一応国定公園文化財保護法

というのがかかっております。それとその中でも一種地域と二種地域という区分け

がございます。今の育成牧場のところのあたりはたぶん見える範囲ですから二種に

なるんじゃないかと思いますけれども、その区分けについてはよく分かりませんけ

れども、それをまた維持変更するときには学術専門委員会というのが県のほうでご

ざいます。それに一応かけて変更、現状変更の場合はそういう手続きが必要になっ

てきます。それで今の現状変更が可能であれば規制以外変更ができるということで

すが、ほとんど今の現状を変えていくということは、掘ったり削ったりそういうこ

とはまず今の現状ではできません。まして一種地域、秋吉台の展望台から見える範

囲を工事をしたり現状変更したりということはかなり難しいと思います。 

○委員長（安冨法明君） はい、副議長。 

○副議長（河村 淳君） 自然公園法というのがある。文化財保護法も文化庁やから

国やけど、自然公園法というのはお客を、一応秋吉台でもお客を見せるためのある

程度の猶予があるわけ。お客が来て何もできんような規制ばっかりやったらやれん

から、自然公園法というのは県知事の許可、文化庁はうるさい国じゃから、この辺

のからみが出てくるんじゃけど、やっぱりその辺はある程度の法に違反をするかせ

んかのかつがつのところを行かんにゃいけまーが、ある程度の理解は持ってもらわ

んにゃ、あんまり規制をすると何も泥もいらわれんにゃ石もいらわれん、洞窟の中

石が落ちそうになっちょった。文化庁がいろうちゃいけん。もし事故が起きたらど



－14－ 

ねえするんかということになる。というようなことをいろいろ規制があるんじゃけ

ど、そこのところはある程度行かんちゅうと、秋吉台、サファリランド等でもゴン

ドラでも赤をつこうちゃいけんちゅんじゃ。自然公園は赤を使わんにゃ目立たんじ

ゃないかというので自然保護課に行って言うて叱られたけど、先にやってしもちょ

った、おお叱られしたけどそれはそれでもいいんじゃけど、叱られたぐらいで済め

ばいいんじゃけど、文化庁等いうのは案外その辺をうるさい、何と厳しい、金はく

れりゃせん。これが一番の観光資源を活かすときにようあるネックじゃあるそ、間

違いない。そこのところが今部長が言うてようにいろいろ規制は厳しいがどっちを

やるかちゅうことが一番大事じゃろうと思う。以上。 

○委員長（安冨法明君） 今ですね副議長の方からご意見があったわけですが、基本

的に山縣部長が説明したとおりなんですが、だからといって最初から何もできない

と思ったら前にこれ以上、現状より良くならない、できないといいますか、そうい

うこともあろうかと思うんですが、その辺との兼ね合いが今副議長が言われた辺に

なろうかと思います。後でいろいろ議論が出てきた時におそらく一つ一つこういう

所にひかかってくるような気がしますんで、今山縣部長の方にその辺の話をちょっ

としてもらいました。ですから何もできんぞと思ったらそれで終わりですから、一

応そのことを参考にしながら進めたいというふうに思っております。副議長。 

○副議長（河村 淳君） これは一応観光が好きやから本気でやって、外貨獲得せん

にゃいけんと思うんじゃが、要は秋吉台あれだけ広いそいね、牛を放牧しちょった

いね、県の育成牧場が、この辺を大々的に牛でも山羊でも何でもええけど放牧し

て、あそこの秋吉台牛というようなものあそこで食わせるようにして、そういうよ

うなこと考えたことあるかないか執行部には、これは大事なことと思うよ梶岡牧場

に行っても、阿東の船方牧場かいな、あそこの本当にあそこの牛がどうか知らんけ

ど、何とお客が多い、だからそういうふうに何かのアイデアをやって、あそこを放

牧して台山に上がったら牛が多ごと放しょるというようなこと感じとしても草でや

るんじゃが、これが一番いいんじゃないかと思うんじゃが、県も協力して農林部長

が水をこっちに廻してくれたことがあるんじゃが、ああいうようなことをやったら

どねえかのということ発想を考えちゃったことあるかないか、執行部はどねえ思う

ちょってかちょっと聞いてみたい。 

○委員長（安冨法明君） 山縣部長。 
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○総合観光部長（山縣博行君） 秋吉台上に牛を放すということですね。今の昔の秋

芳町当時に町営の放牧場というのが秋吉台の展望台から見られたら、ちょっと見ら

れんかもわかりませんが、見えておったんじゃないかと思いますけど、あの中に４

０町歩ぐらい有刺鉄線を張り巡らして放牧をしておりました。民間の畜産農家の、

４０年当時ですか、農家の牛を預かって放牧して農家に返すという畜産経営、繁殖

牛の育成をあそこでするという形をとっておりました。それからずーとやっており

ましたけれども、２、３年前まで今の畜産農家の皆さんはあそこで草地を機械で刈

り取って農家にもって降りられたり、梨の農家の皆さんはたい肥として飼料を刈っ

て持って降りられるというようなこともしておりますけども、維持管理が大変なも

んでそれで機械を、あそこで結局肥料をまくということができません。たい肥をま

くと下に浸透して流れて出るということでそれもできませんし、ある程度の装置

を、賄う肥料はまきますけれども、それと機械が維持管理ができなくなって今年度

もう閉鎖しようかという方向になってます。秋吉台の上で牛が放してあるのは県営

の育成牧場なんですよ。だから試畜場の関係で今の河原の試畜場、それと美東の育

成牧場、これ併せて牛を放牧してるんじゃろうというふうに思いますけれども、今

町営では、町営といいますか、今市になりましたんで市になって合併してからとに

かく機械が古くなってトラクター1台が、全体で２００万ぐらいの経費なんですけ

ど、草地を売って５０万ぐらいしかお金が入ってこないわけでして、どんどんどん

どんお金がかかる。それで私有地が中にあります。ドリーネは全部私有地なんでそ

れを借りておりますので、それの周りに張ってある有刺鉄線ももうボロボロになっ

てそれを張り替えるというのも大変ですし、牛を預かるという施設、設備がもうご

ざいません。中の管理棟もなくなっておりますし、水道も行っておりましたけれど

も中断しておりますので、あそこで牛を放牧するということはちょっと今は不可能

です。ですから牛を放すことを、今からあそこに牛がおったりということは長者ヶ

森の駐車場から牛がおるのが見えますけれども、そのぐらいの景観ぐらいでおいて

おった方がいいのではないかなというふうに私は思っております。 

○委員長（安冨法明君） あとで広谷地区の議題に入りたいわけですが、その中に食

事とか商品開発というふうなことも書いておりますので、今副議長が言われるよう

にある程度地場産のといいますか地域の特産といいますか、食事でやはり農産物の

中では、海産物は別ですよ、かなりいろいろあると思うんですが、野菜ばかりじゃ
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いいこといかん。言われるように肉というのは、牛肉あるいは豚肉とかというふう

なものは一つのお客さんが呼べる要素は美祢牛ですかね、秋吉台で育ったというふ

うなのはあろうかというふうには思います。検討の価値はね。もちろん民間ベース

で、という話ですが、関連。下井副委員長。 

○副委員長（下井克己君） 今、カルスト牛というのがありますよね、あれは秋吉台

の牛というふうには宣伝してますよね、事務所は防府の方にありますけど。今度１

１月９日に秋芳でふるさと祭りがあります。そこでカルスト牛をステーキで出しま

すので皆さん食べに来てください。有料ですけどお願いします。（発言する者あ

り）公民館の前でやります。 

○委員長（安冨法明君） それでは４０分まで休憩をしたいというふうに思います。

休憩後は広谷地区を重点的にご意見をいただいたらというふうに思います。よろし

くお願いします。 

    午前１０時３１分休憩 

 

午前１０時４３分再開 

○委員長（安冨法明君） それでは再開をいたします。それでは次第の２番の広谷地

区の現状と課題についてということで、一応第１回に視察をしております。第２回

である程度皆さんのご意見等を伺っております。基本的にはこの前委員長報告をし

ましたけれども、まだ意見がまとめてありませんので報告はしませんというふうな

言い方したところですが、一応想定をされるものその他もございますのでこれ以外

にも出てきていいと思うんですが、書いてる順番に沿って検討したらというふうに

思っております。最初に施設等のハード面についてということで、入口の方から寄

り付きの方から観光客が来られた場合の寄り付きの方からということで秋芳洞観光

センター、今執行部が総合観光部が入っておる建物でございます。とバスセンタ

ー、それから貸し切りバス駐車場あの周辺、最初にお客さんが来られて降りられる

周辺ということになろうかというふうに思います。全体としては先程配りました観

光戦略会議の中にあるんですが、その全体として観光地としてまずイメージとして

暗いといいますか華やかさがないといいますか、そういうふうな印象をどうも与え

るようです。観光センターにつきましても昭和４０年、バスセンターについてもほ

とんど利用するという形にもなっておりません。貸し切りバスについては上の駐車
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場に入ってきます。秋芳洞に入るときには階段を帰る時も上り下りしなければなり

ません。お客さんから見られた場合には不便だなという感じを受けられるんじゃな

いかというふうなことを考えてみたりもしております。そういうことでこの辺から

順次ご意見を伺ったらというふうに思います。総合観光部にしても本庁から離れて

あるのが良いのか悪いのかということもあろうかというふうに思うんです。最近の

観光を考えた場合に総合的にもう少しというふうなんであれば、現地におるのが良

いのか悪いのかというふうなことの意見もあるようです。できればこの辺のリニュ

ーアルなり見直し等も、要は広谷地区お客さんを迎える広谷地区としての全体のイ

メージというんですかね、そういうものをある程度見直していく、できるできない

は財源的なものも含めて別なんですが必要があるんじゃないか。地図がですねゼン

リンの住宅地図とあと分見図です。地籍等が書いてある大きな図等があります。分

かりやすいのは全体を掴むのはゼンリンの住宅地図の写しの方がよく分かろうかと

いうふうに思います。先程言いました駐車場はそこの下の方で地図の上の方が秋芳

洞の入口、ずーと手前の下の方に秋芳洞バス停留所、この辺の上に駐車場とあるの

が貸し切りバス等が入ってる駐車場です。その間にありますお店はみんなシャッタ

ーが下りてます。上の貸し切りバス、下の方側です地図で見ますと、これからは

「若葉園」と「名物屋」という間を階段でずーと降りて行って信号機のところに出

て秋芳洞の商店街を通るように、入って行くようになってます。はい、下井副委員

長。 

○副委員長（下井克己君） すみません。ちょっとお聞きするんですけど、昔は秋芳

洞バス停留所ですか、防長バスとかＪＲのバスとかひっきりなしに入ってたと思い

ます。今はさほど入っていません。あそこで観光客の団体の方が乗り降りするとい

うことはできないんですか。 

○委員長（安冨法明君） 山縣部長。 

○総合観光部長（山縣博行君） 一応ですね、今秋芳洞バス停留所と書いてあります

ね、あれはバス停留所というよりか、バスターミナル、ターミナル事業ということ

で中国運輸局に届けがしてあります。今あそこに入ってくるのが防長交通、ＪＲ、

サンデン、この３社です。年間で２万１，０００台ぐらいのバスの出入りがあっ

て、１回入ってくることに４２円というお金が入ってきよるんです。運輸局にター

ミナル事業を変更しますよと場所を変更して上の駐車場と交換しますよとか、そう
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いうことはできんことはないと思います。申請は。 

○副委員長（下井克己君） 上の駐車場は観光バスの待機所であって、お客さんの乗

り降りを下でしていただくということはできないかということです。要するに階段

の上り下りをしなくていいということです。観光客の方は。 

○総合観光部長（山縣博行君） 貸し切りバスの待機所を、それはできると思います

よ、その辺はただ申請の今してある停留所としてのターミナルとしての届けがして

ありますのでそこをまた届けを変えればできないことはないと思います。だからそ

れをどういうふうに替えていくかということの、地元のお客さんがそっから降りら

れる、今貸し切りバスが待機をしておるところへお客さんは戻ってこられるわけで

すから、途中やっぱり地元の皆さんとの協議が必要じゃないかなというふうなとこ

ろもあります。一概にうちの都合でこういうふうに替えますよということは難しい

のじゃないかなというふうに思います。 

○委員長（安冨法明君） 下井副委員長。 

○副委員長（下井克己君） 今一番上に中島さんでしたか、お店が１軒残ってますよ

ね。残ってるといったら失礼なんですけど、あります。下の方は「若葉園」さんも

確か店を開けられてます。「若葉園」さんは観光センターの中をお客さんが出入り

すれば、ちょっと営業のしかたで営業してるというのは分かります。だから中島さ

んだけですよね。中島さんを例えば下のバス停留所の前がもうシャッターになって

ますよね、あちらへ移ってもらうとか、そういうことが納得していただければ可能

でしょうね。その方が「きよすぎ」さんとか「上田屋」さんとか、あそこは店が３

軒、４軒あります。あちらの方も見えるからいいんじゃないか、今の状態じゃった

らマイカーの方しかあすこには寄られませんよね、という考えなんですけど。 

○委員長（安冨法明君） はい、いろいろ議論をすると必ずお客さんの流れといいま

すか、動きが変わることによって地元の商店街のそれぞれの個々のお店からいろい

ろなはっきりいって苦情、少なくなれば苦情が来ます。多くなれば喜んでもらえ

る。ということがここの地区は特に出ます。そういうことでなかなか現状変更に手

がつけられないというふうな状況があります。その辺も含めて、例えばあとで出て

くるんですが、お客さんに対する接客マナーですとか、いうへんで今の秋芳洞の今

副委員長から話のありましたバスターミナルの前の辺３軒ぐらいお店があるんです

が、この辺が常にお客さんを引かれます。客引きですね、これが何とかやめられん
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かというのがずーと大きな課題なんんですが、今だに、多少前の道路敷きまで出て

やられておったのが自分の敷地からは出ないという程度までは多少良くなったとい

えばそうなのかもしれませんけれども、今だに続いております。観光地としてのイ

メージは是非こういうのは改善をするというか改めないと非常に印象が悪いですよ

ということはいつの議論でも出ます。そういうことが一つ一つが駐車場等の変更と

かお客さんの流れが変わることによって改善ができるものなら是非ともそういうふ

うな方向、検討すべきじゃろうというふうに、非常に難しいことは承知の上で。は

い、山縣部長。 

○総合観光部長（山縣博行君） 客引き等がまだわずかではありますけれども続いて

ます。しかしこれは元秋芳町時代に観光条例というものを作っておりました。今回

条例の中にそれが漏れております。ただし観光条例の中に罰則規定はございませ

ん。だからもともと罰則規定がなかったもんですから言うだけということです。そ

ういうものを将来的にもう観光立市として美祢市がやっていくよという腹があれば

私はむしろこれから作るべきではないかと、今から振興計画の中で観光条例という

ものも必要ではないかなというふうに私は思いますので、これからは検討していき

たいというふうに思います。 

○委員長（安冨法明君） 旧秋芳町で作った観光条例は美祢市に引き継いでないんか

いね、よく見てないけど。（発言する者あり）引き継いでない。あれは旧秋芳町時

代には罰則が伴わないものは意味がないからと随分協議をしたと思うんじゃけど、

最終的にはやはり入れんかったわけいね。（発言する者あり）はい、徳並委員。 

○委員（徳並伍朗君） さっき副委員長が言われたことなんでよく理解ができにくい

わけですが、秋芳洞バス停留所というのは普通の定期バスについてはサンデンとか

何とかいうものについてのお客さんはここで降りるわけ、観光バスで来た時には駐

車場まで上げてここで降ろすということなんですか。それを言うのは下の秋芳洞バ

ス停留所で観光バスで来たのを降ろせんかということの質問であったんですか。

（発言する者あり）それなら良く分かりました。 

○委員長（安冨法明君） この前あの階段は上り下りしてないと思うんですが、何段

ぐらいあるかいね、４０段、５０段ぐらいありますかいね、かなり階段があるんで

すよ。到着して下りる時は結構元気だからいいと思うんですけど、秋芳洞は行って

帰られてあの階段を上るというのはかなりきついかなというふうなことを感じま
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す。ただ上に１軒店があるんですよ、中島さん。中島さんというのが一番上にあり

ますね、これが「ふもと」というお店をされてます。ですからそういうところとの

兼ね合いが、お客さんの流れが変わりますから出てくるんじゃないかというふうに

思います。そこで下井副委員長が言ったのは、上と下の駐車場の間に四つぐらい

「名物屋」さんはちょっとよく分かりませんが、この辺が皆シャッターが下りてま

す。はい、村上委員。 

○委員（村上健二君） なんで秋芳洞がこんだけ客が減った原因は何かね一番の、今

施設をやり替えたりなんだりしたら観光客増えるわけ、主な一番の減った原因は何

と思う。 

○委員長（安冨法明君） 山縣部長。 

○総合観光部長（山縣博行君） 私もはっきりとはあれですけど、結局団体、修学旅

行が、修学旅行で来ていた子供の数が減ってきた。これが一つ原因があると思いま

す。それと団体でどんどん来ていた団体バスが今は個人客が多くなってきている。

その部分がかなりあります。今年の傾向を見ても貸し切りバスはたくさん来てま

す。しかし全体の総数的には減ってます。ということは個人客がかなりウエイト占

めてたんじゃないかな、個人客が少なくなった。経済的に今年は結局油が経済的に

上がったということもあって遠隔地からかなりお客さんが来られなかった、遠出を

しないという部分があったんじゃないかなというふうなことはしますけど、今どん

どんどんどん５０年当時２００万近い人が来ていただいたのが６０万まで落ちたと

いう原因はやっぱりニーズ、観光の見る観光から見るだけじゃあきられたんかなと

いうふうなところがあります。（発言する者あり）魅力はやっぱり必要じゃろうと

思うんです。そこの観光地の、もちろん地元が同じような店が並んで同じものをい

っつも売ってる。それでは通るだけで地元にもお金が落ちないという、地元の努力

も必要だろうというふうに思いますし、（発言する者あり）意識改革をまずやる。

（発言する者あり）だから昔の１００万人も来た当時の思いがあるから自分から打

って出ようとしてないというのはありますね、何かをしかけるという。（発言する

者あり） 

  やりたいという気はあると思うんですよ、だけど方法としてじゃどうするのとい

うのが（発言する者あり）もちろんお客さんは来ていただいて地元がどんどん元気

にならんにゃだめと思うんですよね、何ぼお客さんが来ていただいても、地元が元
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気になるためにやっぱり何かを一緒になってやる（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。岩本委員。 

○委員（岩本明央君） テレビで２回ほど見たんですが、九州の湯布院、これは今言

われたようにやはりＵターンの人が帰ってきて地域の現地の方の意識改革をやった

と。当初はだいぶん行政も力を入れたけどやはり今おっしゃったように地元の者が

結局自分の考えを変えて後継者が増えてきたと。新しいＵターンの方も増えてあの

ようにお客さんが多いわけですけど、その辺のこともやっぱり今言われたように行

政が空回りというか本当に頼られるのはいいかもしれんけど、その辺もやはりもう

ちょっとお互いに我々委員もそうだし執行部の方も研究をしようじゃないですか

ね。やはり今言われたように登場するのは税金なり美祢市でやるかもしれんけど、

やはり意識を変えるということが一番、そこがどねいしたらいいかという問題が一

番問題じゃろうけど、言うような気がするんですけど、今の湯布院のことを見よっ

ても。（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） 山縣部長。 

○総合観光部長（山縣博行君） 今ですね合併をして半年たちました。もちろん今言

われるような地元の皆さんの意識を変えていく（発言する者あり）それもありま

す。（発言する者あり）ソフト面で私もそう思うんです。地元だけではなくて全体

的に市民の皆さんの意識を観光に向けていく。観光の美祢市なら美祢市というふう

に、農もあると思うんです。農業も観光の面に引っ張ってくることもあります。い

ろんな面が観光に値してくるじゃろうと思いますから、その分でやっぱり観光とい

うものに対して意識の同じ考え方で大きい基本的な考え方で手法、今美祢市がやっ

ておられるような旧美祢市の花のある観光まちづくりですね、これも地域づくりと

一緒の観光というのがやっぱり一番じゃないかなというふうに今思ってますし、今

からそういうふうな形で今基本計画なり基本構想というものを作ろうとしておりま

す。これは情報の提供になるんじゃろうと思いますけれども、県の観光の戦略会議

というものの議長をやっておられます山本さんという方がいらっしゃいます。その

方にいろいろとご指導をいただこうというふうな思いもありますので、やっぱり秋

芳洞、秋吉台が山口県の観光を引っ張ってるんだよ。その辺の県の観光はどういう

ふうに動いてるの、そっから今の美祢市の観光はこういうふうな方向でいったらと

いう指導をいただこうというところと、それから今言う意識の統一といいますか、
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一体感、そのためには地元の皆さんと一生懸命意識を変えていただかなくちゃなら

ないと思うんです。だからそれを今から秋芳洞、秋吉台が無くなるわけじゃない、

今から１００年も続くわけですから、それを１日で作ろうとしてもちょっと難しい

んじゃないかなと思いますし、もう少し時間があって作っていった方がまだそれぞ

れが分からない時点、今の総合観光でも施設を維持管理していくのに美祢市の大岩

郷、あるいは桜山、それからここの化石館ですね、化石館でも人がたくさん入って

いただければ、あそこへお客さんを誘致して美祢駅から化石館を見て秋芳洞に来て

下さいと、ここえたくさん来ていただける方法をもう少し考えたいと思いますけれ

ども、そうすると交流人口が増えるから地元でも物が売れるということにもなると

思うんですよ。だからその辺をやっぱり全体的に考えたい組み立てていきたいなと

思います。それと一緒に即やっていきたい実践的なことそれも併せてやっていけた

らと思います。 

○委員長（安冨法明君） 先程の村上さんの意見なんですが、要するにあくまでも商

売ですから個人個人が意欲的にやっていただきたいというのがこれも大きな以前か

らの課題が実はあります。これができない一つの大きな理由も後継者がほとんどお

られんといいますか、言うのも実はあるんです。ですからいろいろな課題を抱えな

がら、現状に至ってる昔がよすぎたというのも当然あるわけなんですが、そういう

ことも一面はあるということ。ですからわりと後継者がおられるところはある程度

集客等も含めてやっておられる状況にはあるというふうには思います。岩本委員。 

○委員（岩本明央君） 今委員長が言われたことはわれわれ百姓にも同じことが言え

ると思います。それはそれで置いときまして、私が教えていただきたいのは観光

庁、これは国土交通省に入るんかいねよく知らんけど、その辺との接点なり、美祢

市、県、国この辺の関係の情報というかその辺はどうなんですか。わかる範囲で。 

○委員長（安冨法明君） 山縣部長。 

○総合観光部長（山縣博行君） あまり情報は詳しくないんですけど、１０月１日か

ら観光庁ができました。国土交通省の中に、それで観光圏というもの、かこいの圏

ですね、それを作ればかなりの補助金も出しますよという言い方をしてるらしいで

すけど県単位で、例えば山口県、広島県、島根県これが一緒になっていろんなこと

をやるよと観光の集客を行うよとか、いろんなことをやるよというふうなことらし

いんですけど、県自体がそういうものを事前に届けて申請をしておかなくてはいけ
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ないらしんですけど、山口県自体が申請をしてないようです。観光庁ができて外国

からお客さんをたくさん誘致をして日本の中の活力を活性化させていくというのが

主力な形ですけど、もちろん秋芳洞についてもそういう形はとろうということは準

備はしております。だからもちろんそうなると外国からのお客さんが増えてくると

いうことで今４ヶ国語の案内をするような形の改修といいますか、案内の改修とい

いますか、それはリースを今やってますんで、その中でやろうということにしてま

す。 

○委員長（安冨法明君） 多少意見が先に行ってますんで一応まずお客さんが来られ

た周辺のバスセンター辺、観光センターこの辺の意見で下井副委員長からお客さん

の利便性を図る上での対応、具体的には貸し切りのお客さんを下で降ろして上を駐

車場だけにしたらどうかというふうな意見が出ました。いろいろ課題はあろうかと

いうふうに思うんですが、当然そういうふうな利便性についての提供というものは

考えていかなくてはいけないというふうに思いますし、できれば私は全体をあと議

論することになろうかと思うんですが、顔になります観光センターとかのあり方と

いうふうなものも、これは長期的な考え方になろうかと思うんですが、当然単独で

やるような話にはならんでしょうからあるんではないかというふうに思います。 

次に行きたいというふうに思いますが、あとですね、稲川の水利及び水利権、親

水公園と書いてありますが、裏側に地図で見たらわかりますように、住宅地図の方

がいいんですが、裏に稲川という秋芳洞から出る川がございます。これに一部橋が

三つ写ってると思うんですが、あの橋の一番秋芳洞から流れに沿って一番目のちょ

っと上流域まで親水公園、河川公園が県の方で施工されております。この河川公園

をもう少し第２駐車場というふうにあるんですが、その辺まで延長したらどうかと

いうふうな、県の事業になろうかというふうに思うんですが、こういう話が地元に

は多少あります。その間に井堰が一つあります。井堰の上流・下流何メータかにお

いては農地の関係が出てくるんじゃないかと思います。それと前回の協議の中で確

か議長だったと思うんですが、洞の水を引いて商店街に洞の水を引き込むような形

で鱒の放流をしたらどうかというふうな意見がありました。このことについて多少

ご意見を伺っておきたいというふうに思います。執行部の方から可能性についてち

ょっと話せれば。篠田課長。 

○総合観光部観光振興課長（篠田清実君） 今言われました稲川の水利権の水の利用
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なんですが、この件につきまして今秋芳洞から出てきます水路につきましては広谷

地区が用水として三水路を利用しております。そして曽和地区が稲川を利用したポ

ンプアップで水利を利用してるところでございます。この稲川の秋芳洞から出てい

ます水につきましては夏場に大変かれるということで、今用水と利用されてます三

水路につきましても水が足らないということで稲川からポンプアップされるような

状態ということを聞いております。新たに別に水路を設けて秋芳洞から出る水を捨

てるということについてはなかなか水利権者としては難しいようなお話でございま

した。今拡大をされるということは初めて聞いたのでちょっと分からなかったんで

すが、稲川の親水公園の下側のところに１箇所井堰がございます。それから上流か

ら見れば左側の方に農地があるんですが、そちらの方に廻して用水として取ってお

りますので、拡大されるということについての水の権利が確保されれば特には問題

はないと思います。 

○委員長（安冨法明君） 以前に河川公園のもう少し延長、拡大というか延長です

ね、延長についての話はなかったわけ、あったようにも聞いておるんですが。 

○総合観光部観光振興課長（篠田清実君） ちょっと私も観光に行って２年目なんで

すが、この２年間の中ではそういう話は聞いておりません。そして今親水公園を作

っていただいておってなかなか利用されてないということで今回１００周年がある

わけですが、そのイベントの中で親水公園の利活用を利用した何かイベントはでき

ないかということは考えております。 

○委員長（安冨法明君） この件に関しては特に委員さんよろしいですか。前回議長

の方から意見がありましたんで。はい、副議長。 

○副議長（河村 淳君） 親水公園のところでいつかヤンマーかなんか農機具の展示

会したあそこですか。（発言する者あり）鱒の養殖何か前に前田さんかやっちゃっ

たことあるいの釣り堀を、あれはやめちゃったろう。あれはどこにあったんか知ら

んが。（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） なかなか鱒は難しいと思います。先程もちょっと出ました

けれどもお客さんに地元の食材をどう提供できるか、おいしく提供できるかという

一面はあろうかと思うんですが、この前鱒の弁天の方にも行っていただいたように

鱒の定食だけではなかなか厳しいのかなというのはあろうかと思います。じゃよろ

しいですね。 
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    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） 次にポケットパークの利用状況を挙げております。これは

ですね、商店街の中ほどにトイレがほしいというのもありました。一つここに大理

石の授産施設ありまして、これが当初の目的をほぼ達成をして利用者も少なくなっ

てきてるのでということで跡地の利用、主にその時の議論では後片付けの意味もあ

ったというふうに思うんですが、ポケットパークという形で整備をしました。これ

が例の国土交通省の事業の一環でございます。現状としてはあそこに大理石加工の

道具といいますか、建物を建てて展示をしておりますが、あまり利用客がない。も

う少し考えられないか、利用方法を考えた方がというんですが、補助事業ですので

そう簡単に右から左には変えられないとは思うんですが、これあたりのせっかく作

ってるものの利用の促進といいますか、有効等について執行部の方でどういうふう

に考えておられるか、答えられますか。はい、篠田課長。 

○総合観光部観光振興課長（篠田清実君） ポケットパークの現状についてご説明申

し上げます。現在ポケットパークにおきましては地元の方にお花など植えていただ

いて環境の整備は行っていただいております。また２０年度におきまして少しでも

ポケットパークの施設等も見ていただきたいという面もありまして、４月にポケッ

トパークの広場にフリーマーケットを実施しております。また今年ディスネーショ

ンキャンペーンということで山口県とＪＲ６社が共同で行いました山口おいでませ

ディスネーションキャンペーンがありましたが、この期間を利用いたしまして施設

の中に大理石組合の方にお入りいただきまして、おあつらいの旅という格好で大理

石加工の展示を７月から９月にやっていただきました。また山口県観光連盟の協力

及び日本旅行の協力を得まして山口観光フェスティバルという形で８月２４日から

８月３０日に集中いたしまして、山口県の観光連盟、下関、長門、萩、岩国、そし

て美祢市、日本旅行これが各ブースを１週間広場に設置をしておりました。その広

場の中では秋芳特産の秋芳梨、美東町のごぼう・スイカ等販売をしていただいてお

ります。厚保の栗の方にもお願いしたんですが、８月の終わりということで時期的

に無理だということで、栗の販売はできなかったという状態です。またそのそばで

体験コーナーといたしましてこの１週間竹トンボ、大理石クラフト、紙芝居、チェ

ンソーアートなどイベントも行っております。この１１月１・２日、これにつきま

しては秋吉台国際芸術村がミュージックフェスティバルというのを実施いたしま
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す。その一環としてあの広場を利用していただきましてストリートパフォーマンス

を実施するという状態に今なっております。 

○委員長（安冨法明君） このことにつきましてはもう少し利用の促進といいます

か、上手な利用の方法を考えなきゃならないといいますか思うんですが、この件に

関して特にご意見があれば。ないようでしたら次の資料の今日持ってきていただい

ておりますでしょうか、前回の資料で空家対策、そこに書いてあります「鬼笑

亭」、その地図で入口の近くに「松風園」なんかと一緒に書いてあります。奥に向

かって右側ですね、前回の視察で見ていただいたシャッターが下りていたところで

す。これの片付けをといいますか解体して平地にし、またあとその近くにある駐車

場とかあるわけなんですが、全体として有効な利用をすべきではないかというふう

な意見に、今まではなってきております。このことにつきまして「鬼笑亭」の件に

ついて資料が前の資料で９ページ、商店街の地図という今日机上にお配りしました

の１枚めくっていただくと「鬼笑亭」についてということで、山縣部長の方から説

明をして下さい。 

○総合観光部長（山縣博行君） 「鬼笑亭」についてですが、皆さんのお手元に資料

があると思いますけど、これは平成１６年に破産をしております。抵当権が付いて

おりまして山口県信用保証協会の持ち物ということで、そこの「鬼笑亭」が建って

おりますところに３名の所有者がいらっしゃいます。建物部分、あるいは駐車場部

分というふうに分かれておりますけれども、建物部分が２名、駐車場部分が１名と

いうことでこれにつきましては１８年に建物の撤去並びに跡地を利用するというこ

とで旧秋芳町時代に観光課で検討しておりまして、建物・土地について下関の不動

産鑑定士による鑑定業務を行っております。その結果が建物を撤去して更地にする

ことを前提として鑑定をしてるわけですけど、更地の価格は３，５００万、その上

に解体を含めると４，８８０万という金額になりまして差し引き１，３８０万の不

足が出るということで、これは所有者が２名いらっしゃいます。片方の所有者の方

は撤去していただければ、無償譲渡とはいきませんでしょうけども無償譲渡しても

いいよという思いがありますけれども、もう一人の方はそれは話によりますねとい

うことらしいです。それと建物が建ってない図面の乙の３、４と書いてあります

が、これは４、５ですね、乙の４、５が駐車場になっております。駐車場部分が

１，５００万円の評価ということで、これは一人の方はお持ちになっておられて、



－27－ 

この方はほかへ譲る気はないということで現在駐車場として利用していらっしゃい

ます。そういうところです。 

○委員長（安冨法明君） 今説明があったわけですが、住宅地図の方で見ていただく

と分かるんですが、その「鬼笑亭」、それから駐車場がありまして上に秋芳町営秋

吉授産場、これがポケットパークになっております。その後ろにバスの車庫という

のがサンデンバスの車庫です。それから上のあたりが農地、田んぼになっておりま

す。先程ポケットパークの話をしたわけですが、これをやる時に駐車場も含めて

「鬼笑亭」あたりの対策も協議をした経緯があるんですが、なかなか解体費用がか

なり必要であるということそれから地権者の意向等もございまして、一番大きなこ

の辺の課題、いずれ解体撤去をするなりリニューアルするという状況にはないと思

いますから大きな課題になってこようかと、環境整備も含めて図面からも消えます

し跡地を利用する意味からもそういうことが課題になってくるというふうに思って

おります。そういうふうな話になっております。この辺を、商店街の中に大きな空

家といいますかシャッターの下りた廃屋ができておりますので、この辺をどうする

かということ、このことについてご意見があれば。はい、布施委員。 

○委員（布施文子君） 根本的に話がずれちょらせんかと思うんですが、まず前回の

振り返りますと美祢市は何を目玉にして観光行政をやっていくんかと、何か集客が

できることから始めようというそういうようなことできたと思うんですね。今財政

的な裏付けがいくら今年どのくらいあってどう使えるのか、何から手をつけんにゃ

いけんのかというようなことを全部抜きにして一つ一つ今何やらこのことはどう

か、親水公園はどうか、ポケットパークはどうかと出てきてるんですけど、これ違

うような気がするんですね。だから今日の新聞にもありましたけど今の美祢市のこ

の観光の不足分をどういうふうに補っていって、今からすぐに手が付けられる、少

しでも集客をしていくこの秋に向かってどこをつつけばいいのか、そういうことを

話しあわないと一つずつこれを検討していっても私どもにはどうしようもないこと

なんじゃないかと思うんですね、アイディア。前回は専門家の意見を聞こうじゃな

いかということも確か出たんですよね、仕掛けを作って人を集客をするような、そ

ういうアイディアをコーディネータしてくれるところはないのかとそういうような

ことも出てきたんですが、そういうことは全部抜きにして一つずつどうしようもな

いというか、どのくらい予算があってどういうふうに手が付けていけるのかという
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ことは抜きにして一つずつ話し合って、何も決まらずに解決になっていかないよう

な気がして、ひっくり返すようなことを言いましたけど、どのくらい財政的に今回

買えるお金があるのか、急遽やっていけば、ここをつつけばこれだけの人を集めら

れるんじゃないかとかいうことと、観光特別委員会ですからネットワークをした上

で美祢市全体の体験型ルートをどういうふうに作るとか、そういうふうなことを私

は大切なんではないかと気がしましてちょっと、申し訳ありませんが。 

○委員長（安冨法明君） ごもっともと思いますが、一応ですね先程始まる前段で申

し上げましたようにある程度地域を特定してという話でした。それで一応私の方で

考えられる今課題となってるものについてここに挙げてみました。あとですねどっ

ちが先がいいのか分からないのですが、特に荒山委員さんあたりが言われましたイ

ベント集客宣伝等の現状課題について、あるいは環境保全対策等の問題、それから

エコツーの問題、組織経営等についてということを挙げております。私ども地元に

おりますから今の状況の中で今まで議論されて課題らしきものについて一応挙げて

おります。このことについてこういうふうな今まで議論してといいますか課題であ

りながら、今言われるように確かに財源的なものがありますからできることできな

いことがあります。全体を今布施委員が言われるように掴もうとするとある程度一

つ一つの状況等もつかんでおかないと、まとめた議論にする、まとめた議論から入

れば漠然としてこの前のような議論になってもう少し的を絞ってというふうな意見

になってくるんじゃないかというふうに思うわけですが、これは一応ハード部分が

といいますかそれぞれの施設等の状況とかを踏まえてということでございますの

で、一応説明を受けて特にご意見がなければ先に行けばいいというふうに思ってお

ります。観光振興計画、先程も言いましたように全体の街並等、景観等も含めてど

ういうふうにするかというふうな当然話になってこようかというふうに思いますの

で、それがための一つの対策を取るためには状況の把握がいるだろう、こういうふ

うに考えました。（発言する者あり）布施委員さんの質問よく分かるんですが、金

がなければ何もできないぞということなんですが、現状で今度新市において観光振

興計画を立てるについて財源があってこれを使って観光振興計画の中に検討します

という状況には全くないというふうに思います。ですから前回副市長の方でお話が

ありましたように非常に難しんでありますが、議会の方からいろんな意見を出され

たのをお聞きした上でその中でどういうふうなもの、これとこれとこれやれるもの



－29－ 

を選定しながら財源を求めてやっていくとこういうふうな、できないかもしれな

い、そういうことです。（発言する者あり）そうならないように先程言いましたよ

うに観光振興計画が始動した段階で執行部の方からいろいろ状況の説明を受けなが

らそれについて今まで提言したり意見を言ってきたことに対して入れられないのか

入れられるのかその辺のことも含めて話していく、いかざるを得ないというふうに

思います。副議長。 

○副議長（河村 淳君） 今委員長が思ってることは、一応特別委員会でこういう現

況がこうなっちょるよというのを皆に知ってもらおうというのが主旨だろうと思う

が、観光特別委員会として今の空家対策についてはどうするとかこうするとか空家

があるよというだけのことであって、やるとかどうするこねいするとか、また執行

部も考えることである商店街が特に考えちゃなけんにゃいけんことやが、うちの特

別委員会がどねいとかこうという問題でもないことじゃから、現況今どういうもん

であるぞという主旨の説明があるようなからそのように解釈しちょるんじゃから。 

○委員長（安冨法明君） それでいいと思います。どういうふうな課題があるよとい

うことでそれぞれの項目あるいはその他についてご意見を述べていただければと思

います。一つ財源の話が出ましたが、財源について特別委員会を設置するにあたっ

てこれだけのものがあってこれで検討しなさいという形には全然ありません。副市

長その辺は（発言する者あり）そういうことでございます。はい、山中委員。 

○委員（山中佳子君） 布施委員さんや旧美祢市の方々から見れば１５億もの赤字が

あってこんなところで手をこまねいている場合じゃないんじゃないかという焦りが

あるんじゃないかと思うんですけど、この１５億の赤字というのはもうどうしよう

もないと思うんですよね。公債を発行すれば公債比率がすごく上がりますし、どこ

かで持ってくれば今度は一般会計の方が大変になるというふうな感じで、引くこと

もできない前に進む以外ない状態なんですよね。その状態でこの今どうしようかと

いうことで今できることからと言われますけれども、できることは今現場がやって

ます。やってると思います。みなさん７月から休みもなしに職員の方皆頑張ってい

らっしゃいますので誰も手を抜いてるようなところはないんですけれども、議会と

してはそれでは何ができるかということで今の現状、今までのことを委員長が提示

して皆さんの金がなければ知恵を出してとにかくここを乗り切ろうじゃないかとい

うふうな委員会じゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。（発言する者あ
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り） 

○委員長（安冨法明君） なかなか観光ですから、要するに商売なんですよね、前回

もいくらか話が出て民間の知恵が出ないとなかなか行政の方の役人の知恵や議会の

知恵だけじゃというふうな意見がかなり複数の方から出ております。そのとおりだ

ろうというふうに思います。金儲けですから、要するに金儲けに対して必要に自分

の努力なりアイディアで挑戦するしかないんですが、なかなか現状ではできており

ません。行政としてどれだけ何処まで手助けができるか環境づくりができるかとい

うことだろうというふうに考えております。十分に今布施さんの意見のようなのも

踏まえていきましょういね。難しいと思いますけれども私も一生懸命やっておりま

すので、あといずれ計画づくりに入って行ったりなんだりする時にお金の問題も併

せて出てこようかと思います。 

もう少し進めさせてもらってよろしいですか。周辺圃場等の状況というのは地図

の関係で書いておきました。見ていただいたので現状がそういうふうな状況に広谷

地区の見取り図というふうに思っていただけたらというふうに思います。（発言す

る者あり）「鬼笑亭」の件については一応現状の報告ということで意見があればと

いうふうに思うんですが、意見が出なかったように思うんですが、あれば（発言す

る者あり）今村上委員から市が買う予定はないかというふうな意見でしたが、今の

状況を考えると何らかの対策、もちろん基本的には借地の上に建ってますからその

辺も含めて債権者なり地権者の方で片付けられるべき問題でしょうけども、おそら

くそういうふうにならないでしょう。解体費用が正確かどうかというのは分かりま

せんが、概算でしょう。一応委員会とすればこういうふうな空家、要するに地権者

で処分できないようなものについて何とか行政で対応して跡地の利用等も含めて考

えていくというふうな意見のとりまとめができたらというふうに私としては思って

おります。あそこであれが朽ち果ててそのままにしておくということにはどっちに

してもならないというふうに思います。（発言する者あり）その辺が難しいところ

ですよね。山縣部長。 

○総合観光部長（山縣博行君） 今からどうするかという話はまだ先の話になるかも

わかりませんけど、今実際に地元の皆さんが困っておられるのは今年台風がなかっ

たからいいんですけど、周りに鉄骨とか屋根にいろんなものが乗ってます。それが

観光に来られた方に、風があって台風時期に来られることあると思うんですけど、
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その時期にあたったときに怪我をされたりその辺を私ども心配してますし、地元の

皆さんも心配はしておられます。すぐ撤去という話にはならないと思いますけど、

概算で１，３００万ぐらいかかるという話ですから。 

○委員長（安冨法明君） 一応ですね金額的なものが概算ではありますけれどもかな

り課題が大きいわけですが、基本的には先程言いましたように何らかの形で片付け

ていくと。はい、下井副委員長。 

○副委員長（下井克己君） 先程一人の方は建物をのけられたら土地の無償提供です

か、いいと言われましたよね、一人の方は・・・でしたよね。それってどっちがど

っちというのは言えませんか。どちらの方が無償提供、これ二つだから一人聞いた

らわかるんですけど、お店をやっておられる方が無償提供でいいと言われたわけで

すね。 

○委員長（安冨法明君） 空家対策周辺の状況はその程度でよろしいですか。一応先

程言いましたように行政としても何らかの形で関与せざるを得ないということで前

向きに検討してもらうということで、一応この件はよろしいですかね、空家の件に

ついては、反対という意見があればよう言うちょって。はい、荒山委員。 

○委員（荒山光広君） 空家対策で話が出てさっきのポケットパークの話、それから

先程の観光センター、総合的に考えて観光センターも築４０年以上になっておる

し、今の空家もいよいよ入口とそれからポケットパークも利用の今の現状として、

なかなか少ないと総合的に考えて観光センターをこれはできるできんはあくまでも

考え方ですから「鬼笑亭」の跡地に駐車場も含めればかなり広い土地になります

し、併せて今のポケットパーク等も含めて今の「鬼笑亭」のあとにビジターセンタ

ーといいますか、観光センターをあそこに作ってやればポケットパークも有効的に

活用されるでしょうし、街の賑わいといいますか、観光センターがバス停の方にあ

るよりは商店街の入り口にあった方が効果的なんかなという感じがします。それか

ら河川公園があるというのは実は初めて知ったんですけど、この前行ったときにそ

んな説明もなかったしあれなんですけど、これは仮なんですけど例えば入るときに

は河川公園の方から入ってもらいますよと、出るときには商店街を出てもらいます

よというふうなこともそういう使い方もできるんではないかなということ。商店街

の活性化についてはこれは行政がどうこう言うてもなかなかどうにもなりません。

先程村上さんが言われたように地元の商売人の方が工夫をされなければどうにもな
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らないと思いますけど、やっぱり観光に来られる方は非日常求めて来られるわけで

すのでつい普通の商店街みたいなことではいけないと思いますし、やっぱし来て良

かったなと、観光地としての賑わい、そういったものも演出をしていかなければい

けないと思いますし、そういった意味からもできるできないは今からの課題とし

て、私は「鬼笑亭」の跡地には是非観光センター、ビジターセンター的なものをこ

しらえて、今のバス停のところは先程下井さんも言われておりましたようにそこを

拠点に出入りするというふうなことが動線から見てもいいんじゃないかなと。付け

加えていうと今洞の中を一方通行にしようという話がいろいろ出ておったと思いま

すけども、一方通行じゃない往復ですか、現状は自家用車で来られた方はこっちに

止められて自然的に往復といいますか、するようになると思いますけども観光バス

なんかは向こうに抜けられたり、エレベーターを使われたり、その辺の状況は分か

りませんけどもその辺の動線もこれからまた議題には上がると思いますけれども、

含めて考えられたらというふうに思っております。以上です。 

○委員長（安冨法明君） それでは一応１２時になりましたので、もう少し協議をし

ておきたいというふうに思いますので１時まで休憩をしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。（発言する者あり）それでは大方の委員さんが午後の協議について

はもう３０分ぐらい続けて終わりたいというふうなご意見でございましたので。そ

れでは引き続いてこれは大きな問題なんですが、先程、荒山委員の方からもお話が

ありました。洞内の照明及び通路等についてということですが、洞内の環境保護と

照明等が大きな課題になっております。これをＬＥＤの効果を確かめてできればこ

れに替えたいという計画が今進んでおります。それと併せて洞内の通行これを制限

して保全のためには今の黒谷支洞、これを閉鎖したらどうか、これは前から地元で

は意見があります。これを閉めれば確かに空気の流通が大分改善されますので保全

には役に立つんだろうというふうに思いますが、観光シーズンあたりのお客をさば

く意味からすると危険、安全面とか含めてかなり課題があるというふうに思ってお

ります。お客さんの動線といいますか、荒山委員からお話がありました商店街に入

られてお客さんが出てこられるんであればまず入られるときには買い物はされんだ

ろうというふうな予測があります。帰りにお土産等を買うんであれば買われれるだ

ろうということで往復させたらどうかという話でございます。この二つの面があり

ます。果たしてそれが可能かどうか、以前はそうなかったわけですからそういうふ
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うな状況にあったというふうに思うわけですが、このことについてご意見を伺いた

いというふうに思います。特に洞内の照明についてはできれば非常に早く緊急とい

いますか、急いでやるべきであろうと。前回見ていただいてお気付きかとも思いま

すが、洞内の照明の下にはこけが生えております。大正洞見ていただいてどうだっ

たでしょうか、大正洞は秋芳洞よりもっとこけが生えてるというふうに思います。

お話のような課題になろうかというふうに思います。一気にこれをやるというのは

なかなか難しいと思いますのである程度の効果があるというふうな結果が出れば順

次早期に対応すれば、秋芳洞があるいは美祢市が観光地の自然保護のために照明を

変えた、付け替えてるというニュースだけでもかなり集客効果はある、かえってそ

ういうふうな対応が今の状況といいますか、昨今の状況からすると取り上げられれ

ばかなりインパクトがあるように考えております。ただで宣伝してくれます。は

い、下井副委員長。 

○副委員長（下井克己君） 今、テストされてる段階なんですか。 

○委員長（安冨法明君） はい、篠田課長。 

○総合観光部観光振興課長（篠田清実君） 秋芳洞の中に今言われましたＬＥＤを昨

年の１０月から１基ほどこけの生えたところと一方は蛍光灯そのままを同じ明るさ

で山口の産業技術センターによってテストされております。その結果につきまして

はまだ公式な発表ではないんですが、ある一部の先生にお聞きした場合こけが必ず

しもＬＥＤをやったから減ったとか言うのではないということでございます。ただ

そのＬＥＤをやったからということで逆にそれが悪影響を及ぼしたという状況もな

いというので、ＬＥＤの使用については特に問題はないと思っております。そして

秋芳洞の中には足元とこれは蛍光灯なんですが、約２００基、そして投光器これが

約８０基あります。ご存じのようにＬＥＤにつきましては蛍光灯の電気消費量は蛍

光灯の２分の１という格好で省エネの対策には十分なっております。そして白熱灯

につきましては８分の１というような状態で確かに先程委員長さんが言われました

ようにこういう取り組みをするということは秋芳洞にとっては大変環境に力を入れ

てる秋芳洞を守ってるんだということを県外にも知らしめるということができると

いうことでは大変いいことだと思っております。こういうことが実験で学術協議で

特に問題はないというご意見は出ると思いますので、その時点ではＬＥＤの変更に

も検討をしていきたいなと思っております。 
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○副委員長（下井克己君） すみません。その結果という試験をしてみんにゃその結

果が出んかったんかもしれませんけど、今言われたことというのは２年前にわかっ

てたことなんですよね、電気の消費とかは。その試験されるというのは、例えば大

学の先生のための試験ですか。 

○委員長（安冨法明君） 篠田課長。 

○総合観光部観光振興課長（篠田清実君） このたび試験されたのは今現在秋芳洞に

生えてるこけに対してどうかという実験です。消費電力についての実験ではござい

ません。 

○委員長（安冨法明君） 下井副委員長。 

○副委員長（下井克己君） すみません。ＬＥＤにした方がいいというのは２年前ぐ

らいにそういう結論的なことは出てたと思います。予算的にも昨年度秋芳町とって

たと思います。だから私は今年にはやられると思ってました。それが試験が１年

も、確かにこけのことにしても１年より１０年の方が試験としてはデータ取れます

よね。１年もやらんにゃいけんかったんですか。それでも結果がもう出たら来年度

予算に挙げられるわけですか。 

○委員長（安冨法明君） 篠田課長。 

○総合観光部観光振興課長（篠田清実君） 結果につきましては何ヶ月やりなさいと

かいうのは私たちじゃなしに学術専門家の先生が、１年間を通した気候の変化等も

ございますしその辺を見られたんだと思います。昨年秋芳町においてＬＥＤの予算

というのは取ってはございませんでした。（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） よろしいですか。他に、ないようですが基本的に大きなテ

ーマとすればこれは市長も言っておられるんですが、自然保護と観光振興が大きな

テーマということだろうと思います。これが話が飛びますが、実は１０月６日に来

年１００周年記念を最後やるということに実はなっております。これの実行委員会

を開催したんですが、いろいろ不手際といいますか、行き違いがありまして第１回

は委員の選任等で後日また再度開催をするということになっております。急いで対

応をすべきであろうと、１００年に１回、またと無いチャンスですから十分な対応

を急いでやる必要があろうというふうに思うんですが、この中に基本的には執行部

の方でも多少計画をされてるＬＥＤを一部でも実施をしたい。施工してそれを一つ

のテーマに沿った目玉にしたいこういう思いがあるようです。そういうことも含め
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てこれがための予算措置等は執行部の方に来年度ですがお願いをしたいということ

は委員会としても申し上げるべきではないかというふうに思っております。付け加

えること執行部ありますか。山縣部長。 

○総合観光部長（山縣博行君） 今一応事業的には来年度どのくらいできるかという

ことは予算の額にもよりますので分かりませんけど、ＬＥＤを完全に来年実施して

付け替えるとＬＥＤに変更するという内部協議はまだいたしておりません。予定と

してそういうふうに今篠田課長が話しましたような学術専門委員の結果が出れば良

と出れば前に向いて進めたい。また予算もお願いするようになるかと思いますけれ

ども、そういう話が議会の方にお願いするようになると思いますけどもその節はよ

ろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（安冨法明君） はい、岩本委員。 

○委員（岩本明央君） 今のご発言ちょっとにすいなと、もうちょっと強く予算を要

求しますというふうに、我々特別委員会も強く予算要求してくれというような形に

してもらわんと意味がないね。是非その辺は委員長からも強く要望してほしいと思

います。 

○委員長（安冨法明君） はい、徳並委員。 

○委員（徳並伍朗君） ＬＥＤにした場合とれぐらい経費がかかるかというのも、そ

れがわからんにゃ、それが５億も１０億もかかっちゃいけんけども１００万か２０

０万か３００万ぐらいじゃったらすぐやればいいし、それの見積りというのは取っ

ておられるのかどうかというのを聞きたいのですが。 

○委員長（安冨法明君） はい、篠田課長。 

○総合観光部観光振興課長（篠田清実君） 私どもはですねその金額がはっきり分か

らないということで、その見積りができるような設計ができないとどういう形のも

のをＬＥＤとして照明するのか、今の付けてる足元とそのままか、投光器をそのま

まの位置で照らすのかという辺の電球の付け方、明かりの見せ方、それによっては

全然金額なりあれが違ってくるんですよ。そういう形の設計ができる見積りをいく

らぐらいかかるかというのは今業者に尋ねてるところなんですが、その結果はまだ

出てません。今週中には業者と話はしますが、工事自体にいくらかかるというのは

今の段階では分かっておりません。 

○委員長（安冨法明君） 今徳並委員が（発言する者あり）前、小糸製作所に頼んで
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試験をしてる、試験というかどういうものかというのを（発言する者あり）はい、

篠田課長。 

○総合観光部観光振興課長（篠田清実君） 今言われるとおりで照明のしかた、照明

の当て方によって全然金額が変わってくると思います。一つのものを見せるのに上

から見せるとか、それを動かして見せるとか、いろんな照明のしかたがございま

す。その辺をどこまでやるかという辺でこちらがどこまでやってほしいというのを

出さない以上金額がいくらかかるかというのは出ないと（テープ切り替え） 

○委員長（安冨法明君） これをある程度目玉でいくということであれば、それに間

に合うということが前提ですから、その方はよろしくお願い、またある程度報告で

きるものができましたらしていただきたいというふうに思います。そのうえで委員

会として、これは議長と相談しなくてはいけない、今朝副議長にはお話はしたんで

すが、必要があれば常任委員会もおられますけれども、事業の実施なり予算措置に

ついての提言なりお願いはしておくべきだろうというふうに思っておりますがよろ

しいでしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） はい、ではそういうふうにさせていただきたいというふう

に思います。その他、特に荒山委員さんの方からお話がありましたお客さんの動線

ですが、そういうものについてご意見あれば、はい、荒山委員。 

○委員（荒山光広君） 今のお客さんの動線ということなんですが、当然入るのは正

面から入るんでしょうけども理想を言えば往復ということの市民の意見もたくさん

あるわけなんですが、今のエレベーターがあると思うんですが、そこの利用の現状

とこれから将来的にいわゆる動線としてあそこを抜いたほうがいいのか、そうする

と今のエレベーターも年月が経ってますので、リニューアル等も必要になろうとい

うふうに思いますし、向こうの抜いたときに全面的に閉鎖するものか、あるいはピ

ーク時には安全面を考えてその時には抜くというふうなことも考えられるんじゃな

いかと思います。往復をする場合にこの前久しぶりに入って感じたんですけども、

少ないときにはこの前行ったときにはさほど多くなかったと思うんですが、安全面

で多い時に往復するときにどうかなと。２００万人ぐらい来ておられたときに抜け

てなくて往復しておったということであれば特段の問題はないと思うんですけど。

最近の時期ですので特にそういった安全面というのは、そういったことも考慮しな
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ければいけないだろうというふうに思います。ついでにさっきの照明のことに触れ

たいと思うんですけど、せっかくＬＥＤに変えられる今後変えられるになれば今の

照明の当て方によって随分洞内の雰囲気も変わってくるんじゃないかなということ

で、今は蛍光灯で常時同じ方向、同じ光量ということなんでしょうけど最近の技術

であれば人工的に光量の調整をしたりあてる向きを変えたりして、いつ行っても同

じではなくてこの季節はこういう照明の当て方をしますよ、その辺の今度技術的に

そういったこともできるのではないかなということ。先程下井さんが見せ方という

部分があったんですけど、これも一つ照明ということで、せっかくの機会ですので

そういった工夫もしていただきたいなということです。以上です。 

○委員長（安冨法明君） ほかになければ、山縣部長。全体のお客さんが利用しよる

かという感じ。 

○総合観光部長（山縣博行君） 全体的にですね、下から入られるお客さんが６０％

ぐらい、上から降りられる、最近は上の方が多いんですよ、団体のお客さんはほと

んど上から下りてこられます。（発言する者あり）いやいや黒谷から下りてこられ

るんです。それが４５、６ですから、エレベーターから降りられるというのは特別

に個人の方がいらっしゃいますけど、１０％ぐらいです。（発言する人あり）上が

られる方もいらっしゃいます。今頃ですから年配の方が多くなりましたので、黒谷

まで上がっていくとずーと勾配なんですよ。登り勾配で途中広庭の所でここでいい

わということで、エレベーターで上がられて展望台に行かれると、そういうお客さ

んも増えました。今からはそれも増えるかもしれません。 

○委員長（安冨法明君） いずれにしてもこの件はかなり大きな課題があります。高

齢化した現状とか考えますとなかなか往復させるというのは果たして今適当かどう

か。あとでこれも大きな課題なんですが、上に黒谷あるいはエレベーターに出られ

た方のあと、商店街まであるいは駐車場までの交通手段というのが確保されており

ません。こういうものについてはやっぱり第１級の観光地としては最低のような対

応をお客さんに対する、そのようなもの感じます。是非その辺も含めてこのことに

ついては考えていただきたいというふうに思います。山縣部長。 

○総合観光部長（山縣博行君） 黒谷口から下に降りてくる、あるいは展望台に行く

とか、長者ヶ森の方に行くとか、そういう足なんですけど、今は「かるすとタクシ

ー」というのを使ってます。これが定期のバス便、定時の時間表皆さんお手元に配
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ってますが、その時間で行っておりますので、下から入られるお客さんは下の有料

駐車場に止められますのでそこまでタクシーで下りるか、「かるすとタクシー」を

使っていただくか、個人タクシーを使うかで、それしか道がないもんですから、そ

れから歩いて中を下りてくるか、その三つしか方法はありませんので、これについ

ては「かるすとタクシー」はありますけど利用についてはなかなか、今利用率をち

ょっと篠田課長の方から。 

○委員長（安冨法明君） はい、篠田課長。 

○総合観光部観光振興課長（篠田清実君） 今現在「かるすとタクシー」を運行して

おるのは平日のみの運行でございます。平日のみで定期定路線という形の運行を行

っております。土・日につきましてはＪＲ、サンデンがバスを運行しておりますの

でタクシーの方は運行しておりません。４月から８月までの状況なんですが、なか

なか利用率も少なくてほとんどの方がタクシーを乗られるというのは個人客ですの

で、車でおいでになられた方というのは先程言われましたように洞の中に入ってま

た同じ道を帰られるという方が多いわけでございます。それを黒谷なりエレベータ

ーに出られた方がタクシーを利用されるという方、そして公共の施設、バスを利用

しておいでになった方が利用されるということで、４月の利用状況が１日当たり７

名、５月が１０名、６月が７名、７月が１０名、８月が夏休みですので３０名とい

うような利用状況でございます。（発言する者あり）公共施設を下りられたときに

総合案内所の所でご説明もしてますし、看板もあげております。そして駐車場につ

いては駐車場の所にも看板をあげて料金を取っております者が「かるすとタクシ

ー」を運行してるということは説明をしております。（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） 布施委員できればマイクを使っていただければ。 

○委員（布施文子君） 荒れ果てた状況を何か美祢市の住民の人たちに呼び掛けて何

かあそこでちょっと冷たいものとか美味しいもの、手作りのものが店頭があると

か、何かあそこに欲しいなと思うんですよね、広い土地がありますし。もう少しタ

クシーでどこどこ行きがありますよというのが私の眼には見えなかったんですね。

上り坂が豪かったんですけど、あそこに上がったらここ行の「かるすとタクシー」

がありますよとか、何かそういうもう少し周知徹底の看板というかお知らせがある

と、あそこに行ってみよう、上がったら一休みしたらそこに行ってみようというよ

うなものがないとあそこはきつくて上がったらやれやれと思うような、昔私が子供



－39－ 

のころ上がった時はあそこに大きなお店もあったし、お土産のお店があってバスも

止まっていたし、もっとあそこが賑やかというか観光地らしく整備をされていたけ

れども、あまりにも荒れ果てている状況にちょっとびっくりしました。座るところ

もなかったし、そう思いました。 

○委員長（安冨法明君） はい、副議長。 

○副議長（河村 淳君） ちょっと聞いてみたいじゃが、今台上には１００万人、今

でも１００万人は上がっちょると思うんじゃが、秋芳洞は６０万から上、その客が

もとは有料道路であったけど、今は県道になっちょるんじゃが、馬をとにかく人を

乗せて歩く、馬のコースをやっちゃったことあると思うんじゃが、今はあねーなこ

とは駄目なんかね。採算合わんそ。あるかね、お客はどういう状況かね。（発言す

る者あり） 

○委員長（安冨法明君） 山縣部長。 

○総合観光部長（山縣博行君） 昔は馬車もあって若竹山まで馬車で乗せて行きよっ

たんですけど、今はもうないんで馬が１頭（発言する者あり）台上の展望台から下

りたところがありますが、あそこから（発言する者あり）無料じゃないです。１，

０００円ぐらいはかかると思いますよ、（発言する者あり）若竹山がありますよ

ね、あそこまで行って帰るコースですから、（発言する者あり）そんなにかからん

です。３０分ぐらいじゃろうと思います。（発言する者あり）道だけですね今のと

ころ。連休とか土・日しかやってられないんで。（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） 先程の「かるすとタクシー」の利用がいまいちということ

なんですが、無料なんじゃろ。はい、下井副委員長。 

○副委員長（下井克己君） その件について、前は町が運営していたんですけど、町

が運営していたから「かるすとタクシー」とか言う話になるんですけど、お客さん

の立場で考えたら駐車料金５００円ですか、４００円ですか払われて、なおかつ入

洞で１，２００円払われて、どーと出ていってあとは自由に帰って下さいというの

はあまりにサービスがなさすぎるんじゃないですか。あっちへ出すんであればそっ

から駐車場までは行政サービスとして、行政じゃない観光サービスとして連れて下

りてあげるのが普通の考え方じゃないかと私は思うんです。なおかつ「かるすとタ

クシー」で３００円、４００円、確かにそれがサービスといえばサービスかも知れ

ませんけど、そこの根本的な考え方が民間的なニーズ、営業の考え方をしてもらっ
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たら違うアイディアが出るんじゃないかと思うんですけど。 

○委員長（安冨法明君） はい、篠田課長。 

○総合観光部観光振興課長（篠田清実君） 今言われることはもっともだと思いま

す。しかし秋吉台上には公共のバスが走っております。公共のバスも料金を取って

走っておりますので「かるすとタクシー」だけ同じところを走って無料で送迎する

というのはなかなか難しいと思います。それとこれは余談ですが、黒谷をつぶされ

た場合秋芳洞は年に２、３回下の入口から入れないことがございます。大水等によ

りまして時間的に１時間ぐらいたったら急には入れない状態ができることがありま

す。そうしたときに連休とか多いときにはエレベータだけでは掃ききれないという

のも事実です。それは年に２、３回ですので急遽開ければ対応できると思います。

（発言する者あり） 

○委員長（安冨法明君） そろそろ約束の時間になってきておるわけですが、既成の

事実だけでものを見るといいますか、ここに議論に議論してるから余計そんな話に

なってくるんだろうというふうに思うんですが、入られないというふうな前提で話

すと何も変わらんということになります。今いろいろ意見が出ておりますものを一

つ一つどうしたら可能じゃろうかとか、お客さんに対して少しでもサービスが向上

するんであればという視点に立ってもう少し議論をするべきだろうというふうに思

っております。一応約束の時間になりましたので以降は次回にしたいと思います。

日にちはまた副委員長とも相談して設定をさせていただきますが、あとだんだんと

先程から言われておったような食事とか観光客に対するマナーでありますとか、商

品開発のソフト面とか、あとイベント等を、これは荒山委員からいろいろ意見が出

ておったんですが、人材づくりとプロデュースするのかとか、あるいは現状のエコ

ツーの関係、一つどうしても気になるのが将来的に費用的な感覚でやらないと良い

こといかんよという意見がかなり複数出ておったと思うんです。民間のアイディア

とか力を借りてというのが、その通りだと思うんですが、そうすると基本的には今

の経営を指定管理のような委託をして、大本は勿論責任は逃れられませんから管理

上にしても逃れられないから今の組織の改善計画がありますよね、職員２０名体制

で行きますよというのは最終的に、そういうのもかなり近づいてきてると思います

ので、そういうのも含めて果たして民間に委託ができるのか、じゃあ受け皿はどう

なのか、そういったことも将来的な課題、すぐにはできないと思うんですが、その
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中で皆さんが一生懸命設けていける体制をあまり行政が口を出さんでもできるよう

になれば、おそらく今の最近では黒川温泉とかやはり注目されるような観光地に復

活できるんじゃないかというような気がいたしております。課題はあまりにも大き

いかもしれませんけど、そういうふうなことを秋吉台上の今度山焼き対策とかそう

いうふうなのも大きな課題ですので、議論をしていただいた上でこの地域としての

総括的な取りまとめをして、一つ今まで議論してきて思うんですが、旧美祢市の議

員さんと秋芳町なり美東町と違うのは現状で我々旧美東、秋芳は地域の課題という

か今まで長い間いろいろ地元との意見調整とかしながら難しい話をしてきておりま

すのでだいぶん認識が多少違うじゃろうと思うんですよね、その辺が大きいなと思

って。全体を抑えて話をしてもやはりここの問題をが片付くことにしないとなかな

か前に向いていかないんじゃないかというふうに思っております。そういうことで

もう少しここに議論を深めたうえで認識を深めていただいた上で秋吉台、秋芳洞地

域としての一応のとりまとめ的なものをできたらというふうに思っておりますが、

何かご意見ありますでしょうか。この辺は異論があるかもしれませんが、よろしい

でしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（安冨法明君） それではお疲れでございました。長時間かかりまして、次

回のご案内はまた差し上げますので近々よろしくお願いを申し上げます。終わりま

す。 

午後０時３７分閉会 
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